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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う 

薬局での高濃度エタノール製品等の取扱いについて 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記新型コロナウイルス感染症の発生に伴う薬局での高濃度エタノール製品等

の取扱いについて、日本薬剤師会より別添のとおり通知がありました。 

 今般、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う需要の急増により手指消毒用エタノー

ルの需給が逼迫している状況にあることを踏まえ、薬局で手指消毒用エタノール以外の

高濃度エタノール製品を用いた手指消毒を取り扱う際に注意すべき事項が整理されま

した。 

 つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですか、貴会(部会)会員にご周知下さいますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 なお、本取扱いについては、新型コロナウイルスの感染者が増加している状況に鑑み

た臨時的・特例的な対応であり、今後の流行状況の変化等を踏まえ、取扱いを変更・廃

止する際には、厚生労働省からその旨連絡がされますので、お含みおき下さい。 
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